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実務実習テキスト 簡易暫定版 

(実務実習モデル・コアカリキュラム SBO 対応) 

－ 保険薬局 11 週－ 

実習にあたっての諸注意 
 
 薬剤師は医療の担い手であり、保険薬局は、医療を提供する施設であること、

自分は薬学部の実習生であることを自覚し、次の注意事項を厳守すること。 
 
1. 患者さんに不安感や不信感を与えないよう、服装や言動、態度、動作などに

留意すること。 
 (薬局では患者さんらに接する機会が多く、待合室からも見られている。患者

さんからは、実習生も職員として見られる) 
 

1)清潔な白衣を着用し、患者さんへの配慮・衛生面・安全性を考慮の上、清潔

な上履きや下足を使用すること。 
 

2)身だしなみに注意し、不潔な服装、まとまりのないロングヘヤー、茶髪、マ

ニキア、イヤリング、香水は控える。ジーパンや短パンの着用も医療施設にふ

さわしくない。裾が床につく、裾がほつれたスラックスをはくなどは厳禁であ

る。 
実習初日はリクルートスーツ(男性はネクタイ着用)、二日目からの服装は実習

先の指導薬剤師の指示に従うこと。 
 
 3)私語は慎むこと。 
 
2.必要に応じて適切な手洗いをすること。 
  
3.現場で知りえた人の秘密は一切外部(家族にも)に漏らしてはならない。 
 (医療の現場では、刑法第 134 条 守秘義務)に関することが多々ある。 
 
4.各実習施設の規定に従って指導を受けること。不明なことは必ず実習指導者の

指示を受けること。 
1) やむを得ない理由で、遅刻や欠席をする場合は必ず事前に実習先 (実習指
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導薬剤師)に願い出て許可を受けること。 
 

2) 実習方法などについては、必ず実習指導者の指示の下に細心の注意を払っ

て、実施すること。 
 
3) 施設内の器具、機器などについては、必ず実習指導者の指示の下で用いる

こと。 
 
5. すべての職員の方々を師と心得、礼儀をつくすこと。 
 
6. 公私の別をわきまえ、備品などを私的な目的で使用しないこと。 
 
7 実習中、携帯電話は携帯しないこと。(医療機器の誤動作を招くことがある). 
 
8. 実習室内で喫煙しないこと。常に定められた場所で喫煙すること。白衣で喫

煙はせず、喫煙後は歯磨き、手洗いをすること。 
 
9. 実習に当たっては、本書および、日誌を持参すること。 
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I 保険薬局の概要  

本書は、薬局実習を経験するに当たって、学習すべき必要最低限の内容を列挙した。 
学生諸君が、貴重な実習期間中に多くのことを学ぶことで、薬学の学習意欲対する意欲が

向上し、将来、国民の健康・維持のために大いに活躍できる薬剤師となることを願う。 
実習の機会を与えてくださった受け入れ施設の関係者の他、アレンジをして下さった関

係者に深い感謝の念を持って実習に望んで欲しい。 
 
 I-1 医療連携の一翼を担う薬局薬剤師 P101-P601 ←LS 
 
 薬局薬剤師の仕事は、調剤、一般用医薬品の販売、健康相談、学校薬剤師や市民健康講

座の開催等の地域医療・公衆衛生への貢献等、非常に幅広いものがある。  
図 1 に医療連携のピラミッドにおける保険薬局の役割を示した。保険薬局は、「保険調剤

を通じて患者さんの治療について病院・診療所と連携を取り、セルフメディケーションの

サポターとして一般市民の健康相談に乗り、OTC を販売し、受診を勧奨する」という大き

な役割がある。ピラミッド構造の最底辺で、地域医療連携の一翼を担っている。 
 

 

 
  
 I-2 病院薬剤師との役割の違い 
表 1 に「保険薬局薬剤師と病院薬剤師との違い」を示した。 
 

表 1 保険薬局薬剤師と病院薬剤師との違い 

  保険薬局薬剤師 病院薬剤師 

調剤業務 外来患者のみ 入院患者が中心、退院時調剤 
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処方薬の管理 患者自身が自宅で管理 病棟で管理 

主な業務 自己管理を支援する服薬指導、

薬歴管理、お薬手帳の記入、

OTC 業務、在宅業務、健康相談

重症・緊急患者の薬物療法への関与、

病棟業務、特殊製剤業務、持参薬チェッ

ク 

処方医 全国の保険医 所属医師 

医薬品在庫 調剤用医薬品多種(何が処方さ

れるかわからない) 

採用医薬品(輸液、注射剤を含む)、院内

薬事委員会への参画 

医薬品情報提

供先 

患者が中心 医師を中心とした医療スタッフ、患者 

 
 I-3「実務実習モデル・コアカリキュラム」と保険薬局の調剤 
 2006 年 4 月より開始された薬学 6 年制教育では、6 ヶ月の長期実務実習がカリキュラム

に組み込まれ、薬剤師免許を取得するための必須科目となった。2003 年 10 月に作成され

た「実務実習モデル・コアカリキュラム」に沿って実習が行われる。薬局実習は 114 の到

達目標からなり、2.5 ヶ月で実施できるように方略が決められている。このテキストではこ

れらを加味して作成されている。 
 

 調剤業務の基本項目(計数、散剤、軟膏混合、一包化調剤)については両者に大きな違いは

ない。ただ調剤業務の違いとして、病院では注射薬の調整、院内製剤、病棟への払い出し

がある。院内処方においては処方医が所属医師だけであるが、薬局は様々な医療機関の医

師による処方を応需する。それゆえ、薬局では在庫の確保(後発医薬品を含む)やデットスト

ックの管理が問題となっている。 
 
 I-4 医療請求事務 P323-P327 
医療請求事務で異なるのは、病院・診療所は「診療報酬」の枠組みの中で、保険薬局は

「調剤報酬」の枠組みの中で、それぞれが違うシステムで運用されていることである。 
それゆえ、病院では保険業務は医事課が行うが、保険薬局では薬剤師が責任を負ってい

る。保険薬局においては、調剤行為(服薬指導を含む)と調剤報酬が密接に連動しており、薬

を渡し終わった時点で初めて保険点数が確定する。 
 
 I-5 医薬分業の仕組みと意義 P323-P327 
 
【a 保険薬局の指定と薬担規則】 S107 
 保険調剤を行うためには、薬事法の薬局開設許可(都道府県知事の許可 6 年毎に更新)に
加えて、地方社会保険事務局長から「保険薬局」の指定を受ける必要がある。指定を受け
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た保険薬局は「療養の給付」に対して全ての責任を負い、その保険薬局も、そこに従事す

る保険薬剤師も「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)」に基づいて業務を行う

責務がある。 
 
【b 医薬分業とは】  
 医薬分業は、医師が診療に専念し、薬剤師は患者から処方せんを受け取り、お互いの専

門性を独立させ、お互いの職能を尊重しながらより良い薬物療法を患者に提供することで

ある。 
 医薬分業の考え方は、1240 年に神聖ローマ帝国フリードリッヒ II 世が交付した 5 ケ条の

医薬令が基になっているといわれている。ここで医師が調剤することを禁じ、薬剤師が処

方のチェックを行い調剤することとした。この考え方が医薬分業の原点とされており、現

在多くの国で実施されている。 
 医薬分業により、目に見える現象として患者にとって病院と薬局の二ヶ所に行かなくて

はならず二度手間で窓口負担も高くつくことがあげられる。窓口負担が増えるのは、保険

薬局での薬剤師への技術料(フィー)が加算されるからである。しかし、医薬分業には、これ

に優るメリットがあるという考え方から、厚生労働省の定める診療報酬においても政策的

に誘導されてきた。たとえば、院外に処方せんを発行する場合の技術料(処方せん料)は、院

内処方を発行する技術料(処方料)より高く設定されている。 
 
【c 医薬分業のメリットとは】  
 医薬分業のメリットとしては次のことがあげられる 
1.複数診療科受診によるリスクの回避 
 患者がかかりつけ薬局を持ち、利用することで、保険薬局の薬歴の活用により、複数診

療科受診による、薬の重複、併用禁忌、禁忌症、特定な薬物への過敏症、過去副作用を起

こした薬剤の再投与などのリスクを回避することができる。 
 
2.独立した立場での鑑査・服薬指導 
 薬剤師が処方せんを発行した医師(医療機関)と独立した立場から、処方せんを鑑査し、服

薬指導、情報提供をすることができる。適正なチェックを実施するためには、独立した立

場であることが特に重要である(ただし、お互い独立した立場から、お互いの職能を尊重し

つつ医療の連携をするべきことは言うまでもない)。 
 
3.病院薬剤師との分業 
 病院薬剤師は病棟で入院患者、重症患者の薬物療法、薬物投与設計への参画に専念でき

る。保険薬剤師は、外来患者の調剤、服薬指導、医薬品情報提供に専念できる。表 2「保険

薬局薬剤師と病院薬剤師の役割の違い」を参照 
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4.病院の在庫減少 
 小さな診療所でも院内の在庫に関わりなく、処方の際に、自由に薬剤を選択できる。大

きな病院も院外に処方せんを出すことで、外来患者のための医薬品在庫を減らすことがで

きる。 
 
5.医療の公開の進展 
 医療の公開につながる。患者さんが処方せんを受け取ることで、処方内容が公となり、

自分自身でも調べることができる。また、患者自身が処方の内容を理解することが困難で

も、医療機関から独立した施設(保険薬局)から情報を得ることにより、医療の公開が進展す

る。 
 
6.薬価差による利益のシフト 

 院内処方であれば、処方薬の薬価差は処方側が得ることになる。システム上、利益を増

やすためには、薬価が大きくなり(すなわち、高額な薬を使用し)、処方する医薬品の数と量

が増大する方向、いわゆる「薬漬け」の方向にインテンシブが働くことになる。これを医

薬分業に切り替えることで、薬価差が保険薬局側にシフトすることになる。これにより、

経済的要因によって処方が左右されることがなくなる。 
 

 医薬分業を推進するために、診療報酬において院外に処方せんを発行する場合の技術料

が院内処方を発行する技術料より高く設定されている。これに加えて、近年、薬価差をで

きる限り抑制する政策がとられている。また、薬を減らす方向への誘導策として、処方さ

れる医薬品の種類が多いと処方(せん)料が低くなるようになっている。これらの政策は、政

府の医薬品の適正使用と、医療費抑制を目的とされている。 
 
【e 薬局・薬剤師の独立性】  P201 
医薬分業においては、医療機関からの薬局の独立性が強く要求されている。薬局は医療

機関から、経済的にも、機能的にも、構造的にも独立していなければならないと、薬局業

務運営ガイドライン(1993 年厚生省薬務局通知)で通知されている。 
 「独立」という意味から、患者さんが保険薬局を自由に選択できることが極めて重要で

あり、「保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)」において、医療機関が特定の薬

局に患者さんを誘導することを禁じている。 
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表 2 処方せんの記載事項  調剤学総論より引用

II 処方せんと処方せん鑑査 P302-P304 

 II-1 処方せんとは S201 
 処方せんとは、医師、歯科医師または獣医師(以下 医師という)が特定の患者(患畜)の特

定の疾患に対して医薬品を交付する場合に、どのような薬の、どのような量を、どのよう

な形状で、どのような方法で与えるみのかの意見である。医師法第 22 条には、処方せんの

交付義務を規定しており、医師の固有の権利である。 
 
 II-2 院外処方と院内処方の違い  
 処方せんの記載事項について、医師法施行規則に「医師は、患者に交付する処方せんに、

患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは

診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない」

とある。 
 表 2 に、院外(外来)処方処方せんと、院内(入院)処方処方せんの記載事項を示した。 
院内の場合には、保険に関する事項、患者の住所、病院の住所等は記載する必要がない。 

  
 
 II-3 保険処方せん取り扱いの基本 P324 
以下に処方せんの取り扱いの基本を示す。 
●1. 処方せん応需の義務  
 正当な理由なくして、調剤は断ることはできない。(薬剤師法第 21 条) 
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 薬局の在庫にない薬が処方された、1 包化ができない等の理由で調剤を断るなどは決して

許されない。図 2 に処方せんの例を示した。 
 
図２ 処方せんの例 

●2. 有効期限 
 処方せんの有効期限は原則と

して、処方日は含めて 4 日間で

ある。 
●3.保険情報のチェック 
 保険者番号、被保険者の記

号・番号などの記載の漏れ、期

限切れ、誤りがないかチェック

する。 
●4.商品名で記載 
処方せんには、通常医薬品名は

で記載されている。一般名(成分

名)でも記載される。 
●5. 1 日量で記載されている 
 日本の処方せんは、内服の場

合 1 回量ではなく、1 日量で記

載されている。 
●6. mg 表示は成分量 
慣習であり、決められたもの

ではないが、散剤の場合 g で記

載されたものは製剤の量であり、

mg で記載されたものは成分の

量である。他の剤形のものも

mg(μg)記載のものは成分(また

は力価)の量であるので、疑問がある場合には疑義照会をする。 
●7. 非保健薬との併用記載は不可 
非保険薬が記載された保険処方せんは、処方せん事態が無効となるため、併用記載は不可

である。(例 バイアグラと保険薬) 
●8. 麻薬処方せん 
 麻薬が含まれている処方せんは、「患者住所」と「麻薬施用者の免許証番号」の記載が必

要である。他の麻薬以外の薬が処方されていても、問題ない。特別「麻薬処方せん」とは

記載されていない。ただし、麻薬の残量と処方量をチェックされるので、処方せんも厳重
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病院版と異なる部

分に破線の下線 

図 3 処方せんの鑑査のポイント(薬局管理学(じほう)より引用) 

に保管しておくべきである。 
●9.処方せんは、3 年間保管しておく。 
 
 II-4 処方せん鑑査のポイント P305-P308 
図 3 に処方せん鑑査のポイントを示した。鑑査の基本は「病院実習テキスト」を参照の

こと。処方せんに対する疑義は調剤のどの工程においても起こりうるが、特に、後で述べ

る「調剤の流れ」を参照して欲しい。具体的には、(1)処方せん応需後、薬歴を参照した処

方せん鑑査の時点で疑義が生じる。また、(2)投与時、患者さんとの会話の中から疑義を生

じる場合が多い。疑義照会結果の処方せんへの記載方法については後述する。 

 
  

 
 II-5 手書き処方とオーダリング処方  

一方、オーダリングシステムによって発行された処方せんには、記載不備は少ないが、

大きな誤りが存在することがある。通常、オーダリングシステムで医薬品名を入力する際、

頭から読み仮名の 2～3 文字のみを入力して、該当する薬品群から処方薬を選択する方式と

なっている。この際に選択を誤ると処方意図とは全く異なる医薬品が選択されてしまい、

大変危険である。これは一枚の処方せんからだけではなかなかチェックできないので、薬

歴を参照することや患者との会話から発見できる可能性が高い。 
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III.調剤業務  

 III-1 調剤の定義  
 堀岡正義氏は、調剤の定義を、「調剤とは、医師、歯科医師らの処方により(医師法第 22
条、歯科医師法第 21 条)、医薬品を使用して特定の患者の特定の疾病に対する薬剤を、特定

の使用法に適合するように調製し、患者に交付する業務をいい、薬剤師の職能(薬剤師法第

19 条)により、患者に投与する薬剤の品質、有効性及び安定性を確保することをいう」とし

ている。(調剤学総論 堀岡 南山堂) 
 
このように、調剤は「特定の患者」に対してのみ行われる行為である。 

 一方、調剤指針においては、 
 調剤とは常に対象が「患者」であることを念頭におき、 
(1)処方という情報を「薬のスペシャリスト」として評価し、 
(2)処方情報に基づき薬剤を調整し、 
(3)患者が相互作用あるいは副作用を回避し、適正に使用するための情報提供(服薬指導)とと

もに交付し、 
(4)患者が適正に使用したことを確認し、 
(5)使用後の有効性の評価および、相互作用や副作用出現の有無などを確認し、 
(6)これらの情報を処方へフィードバックするまでの一連のサイクルをいう。 
としている。 
 調剤とは、単に医薬品を調達し、処方せんに記載された薬をそのまま調剤し、患者に渡

すだけのものではない。 
 
 III-2 調剤をする権利 S203 、(S101) 
 医師の処方権については、「患者の病状から医薬品の投与が必要な場合には、処方せんを

作成し、患者に処方せんを交付する」と医師法第 22 条により規定されている。 
 一方、調剤は薬剤師の独立した権利であることが薬剤師法第 19 条に明示されている。し

かし、但し書き(除外規定)として医師もしくは歯科医師が自己の処方せんにより自ら調剤で

きる場合が記されている。この除外規定により、これまで医薬分業の進展が遅れていた。 
 
 III-3 処方せん疑義照会 S203 、S210 
薬剤師法第 24 条 
 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点(疑義)があるときは、その処方せんを交付した、医師、

歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによ

って調剤してはならない。 
 図 4 に「疑義照会後の処方せんへの変更内容の記載例」を示した。 
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これは「調剤録」の記載事項であるが、処方せんへの記載をもってかえることができる。

処方せん疑義照会は通常電話で行われることが多い。相手の名前、疑義照会を行った時間

も記入することが望ましいとされている。 この内容は薬歴にも記録しておく。 

 
図 4 疑義照会後の処方せんへの変更内容の記載例 

 
III-4 不適正な処方せんとその対処  
不適正な処方せんは大きく 2 つに分けられる。 

 1.医療側によるもの 
 2.患者さん側によるもの 
 
●1.医療側によるものは、保険・法規に関するもの、薬理学的なものに分けられる。処方せ

ん疑義照会により、その不備を解消しなければ調剤ができない。 
 
●2.患者さんによるものとして、処方せんの有効期限切れがある。また、最近は「処方せん

の偽造・改ざん」が多発しているので、注意を要する。 
 改ざんの典型的なものは、カラーコピーや、向精神薬を自分で書き込んで改ざんする場

合、不必要と感じた処方薬を自分で消してしまうなどがある。不審な点があれば調剤する

前に必ず処方医へ疑義照会する。カラーコピーや、偽造された処方せんと判明した場合に

は、都道府県および所轄の警察署等にも通報こととされている。 
 

 ●●●  

 ●●●
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III-5 調剤の流れ P301 
図 5 に保険薬局における基本的な調剤の流れを示した。病院の調剤業務と大きくことな

るのは、処方せん応需、薬歴記載、一部負担金の徴収、調剤録の作成業務を行うことであ

る。薬歴(簿)は正式には、「薬剤服用歴管理・指導の記録」といい、医薬品を適正に使用す

るために不可欠な患者個々の薬物療法に関する様々な情報を集約したものである。 

 
病院では「診療報酬」の枠組みの中で医事科のスタッフが報酬計算をするが、保険薬局

においては、「調剤報酬」の枠組みの中で薬剤師が責任を有する。 
 

III-6 計数調剤 P310-P314 
錠やカプセルを取り揃えるなど、比較的簡単にできる調剤は、計数調剤と呼ばれている。

外用では、点眼薬、軟膏チューブ、貼付剤の取り揃えなども含まれる。計数調剤は比較的

短時間で終了するだけにうっかりミスに注意する必要がある。 
 

図 5 基本的な調剤の流れ (薬局管理学 じほう より) 
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写真 1 計数調剤 
III-7 計数調剤以外の調

剤 P313 
散剤の混合計量、水剤の混

合計量、軟膏の混合は調剤に

時間がかかる。調剤報酬にお

いて加算が算定できる。これ

らのものは最終鑑査(検薬)時
に目視で確認することが困難

なため、調剤には特に慎重を

要する。複数薬剤師によるダ

ブルチェックや、散剤鑑査シ

ステムなどの導入が行われて

いる。写真 1 に計数調剤をしている様子を示した。 
散剤調剤 

 比較的大きな薬局には、散剤鑑査システムが設置されている。写真 2 に「散剤調剤の様

子」を示した。 薬剤師の左側には散剤鑑査システムのバーコードリーダがある。散薬瓶

に付けられたバーコードとレセプトコンピューターから送られてくるデータを照合して取

り違いをチェックする。実際に秤量した重さが適正であるかチェックされ、プリントされ

る。薬剤師の右側には本システムのディスプレイがある。 
 
 写真 2 散剤調剤 
 

III-8 調剤薬鑑査 P316 
  調剤した薬剤と処方せんを照

合し、調剤薬の数を確認したうえ、

鑑査を行う。 
複数の薬剤師がいる場合には、調

剤をした薬剤師以外の薬剤師が

行うの。薬剤師がひとりしかいな

い場合には、より慎重に自己鑑査

を行う。 
 たとえば例え、錠剤の種類、総量が合っていたとしても、薬袋の 1 回服用量が誤ってい

たら大変危険である。 
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 写真 3 調剤薬鑑査が終了し、

患者さんに渡す前の薬 
 
図 3 に、調剤鑑査が終了して、患

者さんに投薬する前の薬を示し

た。手前が処方せん。後ろが薬袋、

左がお薬手帳、右が薬剤師情報提

供書。 
 
 
 
 

 
 
 写真 4 調剤鑑査を終了し

た、処方せんの下部→ 
ー P324 
写真 4 には、調剤鑑査終了し

た際の処方せんの下部を示

した。鑑査した薬剤師は、調

剤済みの印の他に、記名が必

要(フルネーム)である。 
 
 
 
 III-9 調剤録の作成  P323-P324 

保険薬剤師には、「調剤が完了したら、処方せんには必要事項を記載しなくてはならな

い。」また、薬局開設者は「調剤録を備え、保存しなければならない」と規定されている(薬
剤師法第 28 条)。 

調剤録への記入事項は次の通りである。 
・患者の氏名、年齢 ・薬名、分量  ・調剤年月日 ・調剤量 
・調剤した薬剤師の氏名 ・処方せん発行年月日 
・処方せんを発行した医師、歯科医師の氏名、住所または所属する名称と所在地 
・疑義照会をして医薬品が変更になった際の変更内容 
・疑義を確認した場合には、その回答内容 
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保険薬局が保険調剤を行った際の保険調剤録には上記の項目のほか、次のものが必要で

ある。 
・患者の被保険者記号・番号、保険者名、生年月日、被保険者か被扶養者かの区別 
・処方せんに記載してある用量、既調剤量、使用期間 
・薬剤点数、調剤手数料、請求点数、患者の自己負担 
 
なお、調剤済みとなった処方せんに調剤録と同様の事項を記載することによって調剤録

に代えることができる。調剤録は、調剤を行った法的な根拠であり、大変重要なものであ

る。 
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VI 調剤過誤対策 P328-P333 

 VI-1 ハインリッヒの法則 
 図 6 にハインリッヒの法則を示した。1 つの大きな事故の背景には、29 の小さな事故

があり、さらにその背景には、300 の事故に至らなかった事例があるという法則である。う

っかりミスをしっかり解析して、この数を減少させれば、結果として重大な事故の発生の

確率を減らすことができる。薬局内でヒアヤリ・ハット事例(インシデント事例)を日々収集

し、ミーティングを行って、同じ間違いを繰り返さないように対策を立てることが、事故

防止につながる。 
 

 

 
 

 VI-2 特に注意を要する医薬品 
 表 3 に、調剤過誤により重大な結果をもたらす恐れのある医薬品を示した。抗てんか

ん薬のように安全域の狭い医薬品は特に慎重な調剤が要求される。散剤の場合、投与量が

１桁間違って調剤すると重大な事故につながる。散剤調剤や、散剤瓶への充填の際には、

図 6
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複数の薬剤師によりダブルチェックをするなどの対策がとられている。 
糖尿病でない患者さんに、万が一血糖降下薬を渡してしまった場合、重篤な低血糖を起

こす危険性がある。 
 白血病や間接リウマチに用いるメソトレキサートなど休薬期間が必要な薬剤の連日投

与の処方があったら、必ず疑義照会をして処方を正す必要がある。 
 
 
 

表 3 調剤過誤により重大な結果をもたらす恐れのある医薬品 

  成分(商品)の例 

抗てんかん薬 フェニトイン(アレビアチン) 

  フェノバルビタール 

  バルプロ酸ナトリウム(デパケン) 

  クロナゼパム(リボトリール) 

向精神薬 ハロペリドール(セレネース) 

経口血糖降下薬 グリベンクラミド(ダオニール、オイグルコン) 

  グリメピリド(アマリール) 

ジギタリス製剤 ジゴキシン、ジギトキシン、メチルジゴキシン(ラニラピッド) 

気管支拡張薬 テオフィリン持効性製剤(テオドール、テオロング) 

抗がん薬 

フルオロウラシル(5-FU)、テガフール(フトラフール)、カルモフー

ル(ミフロール)、テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配

合剤(ティーエスワン)、ヒドロキシカルバミド(ハイドレア) 

免疫抑制薬 メトトレキサート(メソトレキセート、リウマトレックス) 

 
 

VI-3 類似した商品名の医薬品 
 商品名が似ているために、別の医薬品と間違えて処方されたり、取り間違えて医療事故

が起こる場合がある。表 4 に、特に注意すべき類似した商品名の医薬品を示した。アルマ

ール⇔アマリールの誤りは事故で有名なパターンである。医師が自ら処方入力する処方オ

ーダリングでは、商品名の先頭の文字が同じものが例示され、その中から選択する方式な

ので注意が必要である。その点でクラリシッド⇔クラリチン、ノルバスク⇔ノルバデック

スは先頭の 3 文字が同じなので処方ミスの確立が高くなっている。 
 一方、手書き処方の場合、プレドニン⇔プルゼニドは薬効も全く異なり医師の処方ミス

はほとんど考えられないが、Prednine⇔Prusennid と綴りが似ているため、よく確認しな

いと薬剤師が混同しやすい。 
調剤過誤は、薬の調剤の際のみに起こるだけでなく、薬の充填、薬の返却の間違い、薬
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袋や薬剤情報提供書の記載ミスなどがある。また、処方せん鑑査における併用禁忌、小児

への過量投与のチェック漏れによるものもある。さらに、服薬指導において、説明した内

容が患者さんに正確に伝わらないことが医療事故につながる場合もある。 
 

 
表 4 特に注意すべき類似した商品名の医薬品 

(商品名) 

成分名-適応症 

(アルマール錠) 

塩酸アロチノロール-高血圧症・頻脈

⇔ (アマリール錠) 

グリメピリド-糖尿病 

(アルサルミン細粒・錠) 

スクラルファート-胃潰瘍 

⇔ (アルケラン錠) 

メルファラン-多発性骨髄腫 

(アロテック錠) 

硫酸オルシプレナリン-気管支喘息 

⇔ (アレロック錠) 

塩酸オロパタジン-アレルギー性鼻

炎 

(アテレック錠) 

シルニジピン-高血圧症 

⇔   

(ウテメリン) 

塩酸リトドリン錠-切迫流・早産  

⇔ (メテナリン) 

マレイン酸メチルエルゴメトリン 

-胎盤娩出後 

(テオドール) 

テオフィリン-気管支喘息 

⇔ (テグレトール) 

カルバマゼピン-てんかん・躁・三叉

神経痛 

(プレドニン) 

プレドニゾロン-炎症性疾患 

⇔ (プルゼニド) 

センノシド-便秘 

(クラリシッド) 

クラリスロマイシン-感染症 

⇔ (クラリチン) 

ロラタジン-アレルギー性鼻炎 

(ノルバスク錠) 

ベシル酸アムロジピン-高血圧症 

⇔ (ノルバデックス錠) 

クエン酸タモキシフェン-乳がん 

 
引用文献 
上村直樹,下平秀夫, 「薬局管理学」,じほう,2006.12(図 1、3、4、6、表 1、3、4 をそのま

ま、あるいは改編して作成。) 


